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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和1年6月6日(2019.6.6)

【公表番号】特表2018-531233(P2018-531233A)
【公表日】平成30年10月25日(2018.10.25)
【年通号数】公開・登録公報2018-041
【出願番号】特願2018-515472(P2018-515472)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  27/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   31/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   27/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １２１　

【手続補正書】
【提出日】平成31年4月25日(2019.4.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）７ＣＨ３とＣＦ３－（ＣＦ２）５－ＣＨ（ＣＨ３）－（
ＣＨ２）５－ＣＨ３とを含む組成物。
【請求項２】
　少なくとも８０ｗｔ％のＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）７ＣＨ３を含む、請求項１に記
載の組成物。
【請求項３】
　２５ｗｔ％以下のＣＦ３－（ＣＦ２）５－ＣＨ（ＣＨ３）－（ＣＨ２）５－ＣＨ３を含
む、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　９７ｗｔ％のＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）７ＣＨ３と、３ｗｔ％以下のＣＦ３－（Ｃ
Ｆ２）５－ＣＨ（ＣＨ３）－（ＣＨ２）５－ＣＨ３とを含む、請求項１～３のいずれか１
項に記載の組成物。
【請求項５】
　透明な液体溶液として調合されている、請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
　（ａ）ポリマー、
　（ｂ）過フッ素化化合物、および／または
　（ｃ）溶解した生理活性成分
　を実質的に含まない、請求項１～５のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項７】
　周囲温度および周囲圧力で１０ｍＰａ・ｓ以下の絶対粘度を有する、請求項１～６のい
ずれか１項に記載の組成物。
【請求項８】
　医薬として使用するための、請求項１～８のいずれか１項に記載の組成物。



(2) JP 2018-531233 A5 2019.6.6

【請求項９】
　局所的に涙嚢、下眼瞼内、眼表面または眼組織に投与される、請求項８に記載の組成物
。
【請求項１０】
　１日あたり４回以下で前記組成物を投与することを含む、請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　乾性角結膜炎および／もしくはマイボーム腺機能不全またはそれらに関連した症候もし
くは症状の処置に使用するための、請求項８～１０のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１２】
　角膜損傷の処置に使用するための、請求項８～１１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１３】
　眼表面の潤滑剤として使用するための、請求項８～１１のいずれか１項に記載の組成物
。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の組成物と、前記組成物を保持するための容器と
を含むキットであって、前記容器が、涙嚢、下眼瞼内、眼表面または眼組織への前記組成
物の局所投与に適合した分注手段を備えている、キット。
【請求項１５】
　前記分注手段が、８～１５μＬの体積を有する滴を分注するなどのための点眼器寸法を
備えている、請求項１４に記載のキット。
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